
≪平成３１年度（平成３０年分）～　市・県民税（住民税）の配偶者控除額および配偶者特別控除額の一覧≫

納税者本人（扶養する人）の合計所得金額
（給与所得のみの場合の収入金額）

　　【参考】
配偶者が給与所得の
みの場合の収入金額

配偶者の合計所得金額 ９００万円以下
（１，１２０万円以下）

　　９００万円超
　　９５０万円以下
　（１，１２０万円超
 　　１，１７０万円以下）

　　９５０万円超
　１，０００万円以下
　（１，１７０万円超
　 　１，２２０万円以下）

配
偶
者
控
除

70歳未満
（控除対象配偶者）

３８万円以下

３３万円 ２２万円

配
偶
者
特
別
控
除

　　　　３８万円超　　９０万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

　　　１００万円超　１０５万円以下 ２１万円 １４万円 　７万円

　　　１１０万円超　１１５万円以下 １１万円 　８万円 　４万円

　　　１２０万円超　１２３万円以下 　３万円 　２万円

　１０３万円以下

７０歳以上
（老人控除対象配偶者）

３８万円 ２６万円 １３万円

１１万円

 １０３万円超
 １５５万円以下

　　　　９０万円超　　９５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円
 １５５万円超
 １６０万円以下

 １６６万８千円以上
 １７５万２千円未満

　　　　９５万円超　１００万円以下 ２６万円 １８万円 　９万円
 １６０万円超
 １６６万８千円未満

 １８３万２千円以上
 １９０万４千円未満

　　　１０５万円超　１１０万円以下 １６万円 １１万円 　６万円
 １７５万２千円以上
 １８３万２千円未満

　１万円
 １９７万２千円以上
 ２０１万６千円未満

　　　１１５万円超　１２０万円以下 　６万円 　４万円 　２万円
 １９０万４千円以上
 １９７万２千円未満

　　　１２３万円超 　　０円    　０円 　０万円  ２０１万６千円以上


